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「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
小
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―
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
と
『
板
倉
政
要
』
系
列
裁
判
話
―大

久
保　

順　

子

浮
世
草
子
『
本
朝
桜
陰
比
事
』（
元
禄
二
年
刊
）
は
、
京
を
舞
台
と
す
る
短
編
裁
判
話
の
集
で
あ
る
。
か
つ
て
野
間
光
辰
は
「
本
朝
桜

陰
比
事
考
証
」（『
西
鶴
新
新
攷
』
所
収
）（

1
（

に
お
い
て
、
昭
和
二
十
年
代
当
時
の
研
究
で
総
じ
て
評
価
が
低
か
っ
た
井
原
西
鶴
の
浮
世
草

子
「
雑
話
物
」
―
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』『
懐
硯
』『
本
朝
二
十
不
孝
』『
本
朝
桜
陰
比
事
』
等
―
の
意
義
を
、
作
者
西
鶴
が
「
短
篇

小
説
の
技
法
を
体
得
し
た
」「
小
説
修
行
の
産
物
」
と
位
置
づ
け
、「『
桜
陰
比
事
』
の
原
拠
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

『
桜
陰
比
事
』
に
見
ゆ
る
『
板
倉
政
要
』
的
要
素
は
、
な
ほ
他
に
も
二
、
三
の
例
を
追
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
た
と
え

ば
「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」（『
桜
陰
比
事
』
四
ノ
五
）
と
「
養
子
ヲ
閣
テ
妾
女
ニ
譲
状
之
事
」（『
板
倉
政
要
』
六
ノ
一
）、「
両

方
よ
ら
ね
ば
埒
の
明
ぬ
蔵
」（
五
ノ
四
）
と　
「
嫁
姑
出
入
之
事
」（
十
ノ
十
）、「
あ
ぶ
な
き
物
は
筆
の
命
毛
」（
五
ノ
五
）
と
「
張

紙
シ
タ
ル
者
御
穿
鑿
之
事
」（
九
ノ
二
）
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
い
づ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
関
係
は
単
な
る
類
似
の
域
を
出
で

な
い
。

こ
の
指
摘
は
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
を
「
単
に
問
題
の
両
書
（
※
引
用
者
注
：『
棠
陰
比
喩
』
と
『
板
倉
政
要
』）
に
の
み
取
材
し
、
こ

れ
ら
に
の
み
想
を
得
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
」
と
す
る
観
点
か
ら
、
本
作
品
の
素
材
・
原
拠
を
元
禄
当
時
の
刊
行
書
『
堪
忍
記
』『
北
条
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五
代
記
』『
醒
睡
笑
』『
御
伽
比
丘
尼
』『
狂
言
記
』
等
に
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
範
な
素
材
か
ら
着
想
す
る
作
者
の
創
作
意
識

と
作
品
相
互
の
影
響
関
係
に
お
い
て
、
作
品
の
再
評
価
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
研
究
に
お
け
る
本
作
品
所
収
の
裁
判
話
の
様
々
な
分
析
に
よ
り
、
現
在
の
本
作
品
の
評
価
は
、
も
は

や
『
板
倉
政
要
』
の
「
単
な
る
類
似
の
域
を
出
で
な
い
」
も
の
に
留
ま
っ
て
は
い
な
い
。
典
拠
の
数
の
多
さ
だ
け
が
創
意
の
多
さ
で
は

な
く
、
利
用
の
仕
方
が
問
題
で
あ
る
。
だ
が
、
造
型
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
や
個
性
を
肯
定
的
に
評
す
る
文
芸
観
に
基
づ
く
往
時
の
研
究

で
、「
類
似
」
と
い
う
点
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
読
者
が
ど
う
読
ん
だ
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
意
義
も
看
過
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
今
日
の
研
究
視
点
に
お
い
て
、
そ
の
評
価
は
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。

熊
倉
功
夫
『
寛
永
文
化
の
研
究
』
の
指
摘
の
と
お
り
、『
板
倉
政
要
』
は
寛
文
十
年
以
降
元
禄
二
年
以
前
の
成
立
と
み
ら
れ
る
近
世
前

期
の
法
令
集
及
び
判
例
集
で
あ
る
。
板
倉
重
宗
式
目
二
十
一
ヶ
条
の
部
分
は
『
京
都
御
式
目
』
と
し
て
「
板
行
さ
れ
、
手
習
い
の
手
本

に
も
な
っ
た
」
上
、「
基
本
法
と
し
て
、
板
倉
所
司
代
の
法
は
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ざ
る
法
で
は
な
く
、
最
も
京
都
の
人
口
に
膾
炙
す
る

読
み
も
の
と
な
っ
た
」（

2
（

と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
話
が
元
禄
以
前
の
社
会
の
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
な
ら
、『
本
朝
桜
陰
比

事
』
成
立
当
時
の
読
者
も
ま
た
、
既
知
の
『
板
倉
政
要
』
裁
判
話
と
の
「
類
似
」
と
「
差
異
」
と
を
感
じ
つ
つ
、
事
件
話
を
解
釈
し
興

趣
を
味
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
作
者
が
そ
の
読
者
の
存
在
を
想
定
し
つ
つ
話
を
創
る
。
裁
判
話
は
確
か
に
一
見
「
類
似
」
し
て
い
て

も
、
い
や
、「
類
似
」
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
逆
に
、「
話
」
の
本
文
が
も
た
ら
す
「
差
異
」
の
部
分
が
問
題
と
な
る
。
既
に
杉
本
好
伸

も
、「
問
題
は
、
読
者
が
、『
板
倉
政
要
』
の
話
と
比
較
し
た
場
合
に
お
こ
っ
て
く
る
」（

（
（

と
示
唆
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

改
め
て
『
板
倉
政
要
』
か
ら
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
を
具
体
的
に
読
み
解
き
、
先
行
す
る
『
板
倉
政
要
』
を
意
識
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る

作
品
の
効
果
に
着
目
し
て
、
本
文
の
構
成
と
表
現
、
描
か
れ
た
事
件
の
特
質
を
考
察
し
た
い
。

一
　『
板
倉
政
要
』「
養
子
妾
女
公
事
」
と
、
遺
産
相
続
事
件
裁
定
の
方
向
性
　

本
論
で
は
、
野
間
氏
が
前
掲
の
論
で
挙
げ
た
三
話
の
例
の
う
ち
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
巻
四
ノ
五
「
何
れ
も
京
の
妾て
か
け女
四
人
」
を
主
に
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「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
小
考

考
察
す
る
。「
む
か
し
都
の
町
に
栄ゑ
い

花ぐ
わ

の
時
得
た
る
町
人
有
」
で
始
ま
る
本
話
で
は
、「
本
妻
」
の
死
後
「
中
屋
敷
」
に
後
妻
を
、「
本

宅
」
に
前
妻
腹
の
「
男
子
十
四
歳
」
を
、
洛
中
の
各
「
下
屋
敷
」
に
四
人
の
妾
（
及
び
そ
の
娘
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
住
ま
わ
せ
た
「
町
人
」

の
死
去
後
の
、
財
産
相
続
問
題
の
事
件
が
展
開
す
る
。
本
話
は
「
出
入
筋
（
民
事
訴
訟
）」「
相
続
公
事
譚
」
と
み
ら
れ
、
既
に
岡
本
隆

雄
「『
本
朝
桜
陰
比
事
』
論
」（

（
（

等
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、『
板
倉
政
要
』
巻
六
の
一
と
の
類
似
点
と
相
異
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
を
参
照
し
つ
つ
、
本
論
で
も
ま
ず
『
板
倉
政
要
』
巻
六
ノ
一
「
養
子
ヲ
閣
テ
妾
女
ニ
譲
状
之
事
」
の
本
文
に
沿
っ
て
吟
味
し
た
上

で
、
事
件
の
意
味
を
確
認
す
る
。

『
板
倉
政
要
』
は
写
本
の
書
承
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
と
同
様
の
刊
行
版
本
形
態
の
本
文
が
定
着
し
て
お
ら
ず
、
現

存
す
る
『
板
倉
政
要
』
諸
本
に
よ
り
本
文
や
巻
数
の
位
置
等
の
異
同
が
少
な
く
は
な
い
（
（
（

。『
本
朝
桜
陰
比
事
』
作
者
が
ど
の
『
板
倉
政

要
』
本
文
を
見
た
か
、
正
確
に
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
西
鶴
浮
世
草
子
作
品
内
で
も
「
有
あ
い
に
借し
や
く屋や

の
親お
や

仁ぢ

に
板い
た
く
ら倉
殿

の
瓢へ
う

箪た
ん

公く

事じ

の
咄は
な

し
を
さ
せ
」（『
世
間
胸
算
用
』
巻
二
の
三
「
尤
始し

末ま
つ

の
異い

見け
ん

」）（
（
（

が
例
示
す
る
よ
う
に
、
町
家
の
人
々
の
間
で
の
『
板

倉
政
要
』
の
「
咄
し
」
の
享
受
は
、「
我
内
の
心
や
す
く
」
手
間
や
経
費
の
か
か
ら
な
い
「
楽
み
」
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、『
板
倉
政
要
』

が
「
実
際
に
声
を
出
し
て
読
み
あ
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
生
活
習
慣
が
あ
っ
た
」（

（
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と
も
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
「
咄
し
」
の
元
の
写
本
が

あ
る
程
度
、
比
較
的
余
裕
の
あ
る
庶
民
層
に
入
手
さ
れ
享
受
さ
れ
て
、
人
々
の
話
題
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
『
本

朝
桜
陰
比
事
』
作
者
と
読
者
の
層
を
前
提
と
し
て
考
え
た
い
。

そ
の
典
型
的
な
本
文
例
と
し
て
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
写
本
を
底
本
と
し
内
閣
文
庫
蔵
本
・
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
対
校
し
た

と
す
る
、
熊
倉
功
夫
の
「
翻
刻
報
告
『
板
倉
政
要
』
裁
判
説
話
の
部
」（

（
（

よ
り
、『
板
倉
政
要
』
巻
六
ノ
一
「
閣
二
養
子
一
而
妾
女
江
譲
状

之
事
（
以
下
、
本
論
で
は
「
養
子
妾
女
公
事
」
と
略
称
す
る
）」
の
本
文
を
次
に
掲
げ
る
。
こ
の
話
の
場
合
、
例
え
ば
国
立
国
会
図
書
館

蔵
写
本
と
比
べ
る
と
、
本
文
の
用
字
や
語
句
に
「
実
子
ナ
シ
ニ
ヨ
ツ
テ
」（
京
大
本
）
→
「
実
子
ナ
キ
ニ
ヨ
リ
」（
国
会
本
）
等
の
異
同

が
あ
る
程
度
で
、
本
文
の
大
筋
の
展
開
や
板
倉
殿
の
判
断
の
趣
旨
は
諸
本
で
同
様
で
あ
る
。
口
承
の
場
合
で
も
、
以
下
に
掲
げ
る
本
文

と
概
ね
同
様
の
公
事
の
「
咄
し
」
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
以
下
、
本
話
の
前
半
の
本
文
の
叙
述
を
、
展
開
の
各
部
分
に
そ
っ
て

適
宜
改
行
し
、
①
～
⑥
の
箇
条
に
分
け
て
参
照
す
る
（
傍
線
は
引
用
者
が
付
し
た
）。



（

①�

京
都
三
条
小
橋
ノ
辺
リ
コ
リ
木
町
に
有
徳
ナ
ル
商
人
ア
リ
、
実
子
ナ
シ
ニ
ヨ
ツ
テ
奈
良
ヨ
リ
一
族
ノ
子
ヲ
養
子
ト
シ
テ
町
ノ
年

寄
十
人
与
幷
ニ
一
類
眷
族
マ
テ
養
子
ノ
ヒ
ロ
メ
ヲ
致
シ
ケ
ル
ガ

②�
三
年
ス
キ
テ
彼
者
病
気
付
テ
色
々
医
術
ヲ
尽
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
其
験
ナ
ク
、
病
日
ニ
増
ヲ
モ
リ
ケ
ル
ニ
付
、
妾
女
ニ
一
通
ノ
譲
状

ヲ
自
筆
ニ
テ
与
ヘ
三
四
日
過
テ
死
去
ス

③�

其
譲
状
ニ
云
、
我
等
家
屋
敷
金
銀
以
下
マ
テ
不
レ
残
妾
女
ニ
譲
与
者
也
ト
書
テ
黒
印
ヲ
ス
ヘ
渡
シ
ケ
ル
、
因
レ
茲
死
後
日
ヲ
経
テ

彼
妾
女
ノ
云
、
我
等
ニ
家
屋
敷
金
銀
以
下
迄
不
レ
残
譲
与
ノ
証
文
有
之
ハ
残
ラ
ズ
我
等
家
督
ヲ
ト
ル
ヘ
キ
由
、
町
ノ
年
寄
十
人

組
ヘ
相
断
ル

④�

町
年
寄
十
人
与
幷
一
族
ノ
輩
譲
状
心
元
ナ
シ
ト
テ
披
テ
見
レ
之
ニ
無
レ
疑
自
筆
ノ
譲
状
也
、
故
ニ
養
子
ニ
家
督
相
続
ノ
コ
ト
難
レ

叶
ニ
依
テ
周
防
守
殿
ヘ
訴
ケ
ル

⑤�

板
倉
殿
右
ノ
段
々
逐
一
聞
届
ラ
レ
下
知
セ
ラ
レ
ケ
ル
ハ
、
彼
養
子
四
年
以
前
ニ
手
前
へ
呼
寄
今
日
迄
無
二
異
儀
一
町
役
等
モ
相
勤

シ
（
マ
マ
（テ

商
売
金
銀
等
ノ
支
配
モ
此
養
子
ニ
任
セ
置
コ
ト
ナ
レ
ハ
、
彼
養
子
別
心
ナ
キ
所
決
定
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
彼
妾
女
病
中
死
期

マ
テ
不
レ
浅
心
底
ニ
テ
看
病
ス
ル
ニ
ヨ
リ
其
貞
心
ヲ
感
シ
満
足
ノ
余
リ
ニ
如
此
ノ
遺
書
ヲ
与
ル
ト
見
ヘ
タ
リ
（
中
略
）

⑥�

死
期
ニ
及
フ
三
四
日
以
前
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
性
気
正
シ
カ
ル
マ
シ
、
平
生
ノ
時
ナ
ラ
ハ
譲
状
ノ
旨
ニ
任
ス
ヘ
シ
、
然
レ
ト
モ
彼
女

貞
心
身
ニ
ア
マ
リ
過
分
ト
思
フ
ユ
エ
ニ
前
後
ノ
道
理
ヲ
不
レ
弁
（
中
略
）
然
レ
ハ
此
方
ヨ
リ
下
知
ハ
成
ガ
タ
シ
、
町
年
寄
十
人
与

一
族
ノ
者
ト
モ
寄
合
吟
味
ノ
上
、
了
簡
イ
タ
シ
重
テ
赴
キ
申
来
ル
ヘ
シ
ト
ノ
サ
バ
キ
也

「
養
子
妾
女
公
事
」
で
は
、
有
徳
な
商
人
の
没
後
、
故
人
の
①
「
養
子
」
と
②
「
妾
女
」
と
が
遺
産
相
続
を
争
う
構
図
と
な
る
。
③
④

で
は
、
故
人
の
「
自
筆
」
の
「
譲
状
」
の
指
定
を
理
由
に
「
妾
女
」
側
が
相
続
権
を
主
張
す
る
。
①
と
⑤
に
よ
る
と
、
養
子
は
（
実
子

の
無
い
商
人
が
）
将
来
の
家
督
相
続
の
た
め
呼
び
迎
え
た
人
物
で
、
過
去
四
年
間
の
家
業
を
働
き
、
町
役
も
務
め
、
手
代
を
は
じ
め
町

年
寄
等
と
い
っ
た
周
囲
に
も
経
営
の
後
継
者
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
故
に
「
養
子
ニ
家
督
相
続
ノ
コ
ト
難
叶
」
の
事
態
に
養
子
及

び
家
族
や
町
内
の
関
係
者
一
同
が
困
惑
し
て
訴
え
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
妾
女
は
病
気
の
商
人
を
献
身
的
に
介
護
し
、
妾
女
の
全
財
産

相
続
を
指
示
す
る
故
人
自
筆
の
譲
状
を
そ
の
臨
終
の
際
に
得
て
い
た
。
⑥
の
京
都
所
司
代
板
倉
周
防
守
殿
は
「
平
生
ノ
時
」
で
は
な
い
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「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
小
考

「
死
期
ニ
及
フ
三
四
日
以
前
」
の
「
性
気
正
シ
カ
ル
マ
シ
」
き
遺
言
に
疑
問
を
唱
え
、
町
年
寄
十
人
組
等
や
一
族
等
の
「
寄
合
吟
味
」
を

受
け
、
元
来
望
ま
れ
て
い
た
「
養
子
」
の
全
財
産
相
続
と
家
業
の
継
承
と
い
う
、
順
当
な
判
断
を
示
す
。
ま
た
、
献
身
的
に
介
護
し
た

妾
女
に
も
、
故
人
の
感
謝
の
念
に
相
応
す
る
で
あ
ろ
う
家
財
金
銀
の
三
分
の
一
の
分
配
が
提
案
さ
れ
、
板
倉
殿
も
認
め
て
事
件
が
落
着

す
る
。

前
掲
の
熊
倉
功
夫
の
論
考
（
（
（

は
、
こ
の
事
件
を
含
む
『
板
倉
政
要
』
裁
判
説
話
の
「
民
事
に
あ
た
る
出
入
り
筋
（
公
事
）」
と
し
て
、「
相

続
」
に
関
す
る
九
話
を
指
摘
し
て
い
る
。
巻
六
ノ
一
以
外
の
「
相
続
公
事
譚
」
の
八
話
の
概
要
も
次
に
掲
げ
、
裁
定
の
傾
向
を
確
認
し

て
お
く
。

ａ
巻
六
ノ
八�

「
瓢
箪
譲
三
子
事
」��

�
�
�
�
�
�
�

京
四
条
通　

有
徳
な
商
人
の
男
子
三
人
に
瓢
箪
を
残
す
→
座
り
の
良
い
瓢
箪
の

三
男
が
相
続
（
兄
二
人
は
後
に
分
散
）

ｂ
巻
六
ノ
十
三�

「
家
督
公
事
捌
」��

�
�
�
�
�
�
�

京
三
条
寺
町
の
商
民
が
急
病
死
→
遺
産
相
続
し
た
二
才
の
長
男
も
病
死　

妻
が

財
産
相
続
→
亡
夫
の
妹
と
妻
の
弟
へ
相
応
に
分
け
る　

ｃ
巻
七
ノ
七�

「
家
督
論
捌
之
事
」��
�
�
�
�
�
�
�

京
七
条
の
商
人　

娘
と
入
婿
に
家
督
を
譲
り
、
隠
居
後
に
病
死　

姉
聟
養
子
が

遺
産
相
続
後
、
五
六
年
音
信
不
通
の
弟
が
奥
州
か
ら
帰
京　

私
事
は
悪
人
何
某

が
子
」
→
財
産
の
半
分
を
弟
へ

ｄ�

巻
七
ノ
十�

「
義
絶
ノ
弟
ニ
家
督
被
レ
下
事
」���

�
�

京
の
有
徳
商
人
、
妻
子
な
く
頓
死
、
手
代
の
み
で
家
督
相
続
者
な
し　

町
年
寄

十
人
組
の
訴
え
→
廿
年
義
絶
の
弟
が
辞
退
す
る
も
、
家
督
相
続

ｅ
巻
八
ノ
六�

「
本
妻
与
妾
之
事
」��

�
�
�
�
�
�
�

上
京
有
徳
商
人
急
病
死　

本
妻
の
五
歳
男
子
、
妾
の
九
歳
男
子　

遺
言
無
→
生

前
九
歳
庶
子
を
本
家
で
養
育
→
一
万
両
は
九
歳
惣
領
、
八
千
両
は
五
歳
弟
へ
、

惣
領
十
五
歳
に
な
る
ま
で
一
門
が
管
理

ｆ
巻
九
ノ
六�

「
養
子
公
事
」��

�
�
�
�
�
�
�
�
�

大
徳
寺
近
い
有
徳
百
姓
の
病
死　

後
妻
が
惣
領
と
不
和
、
惣
領
養
子
と
二
男
家

へ
→
後
妻
死
後
、
惣
領
と
二
男
の
養
子
家
督
争
い
→
惣
領
家
へ
返
す



（

ｇ
巻
十
ノ
四�

「
家
屋
敷
配
分
之
事
」��

�
�
�
�
�
�

六
条
御
堂
前
町
有
徳
商
人
、
一
家
を
仕
分
け
男
子
三
人
が
三
所
帯
→
父
の
死
後

惣
領
が
家
の
権
利
を
主
張
→
当
初
の
分
割
居
住
と
和
睦
を
勧
め
る

ⅰ
巻
十
ノ
十�

「
娵
姑
出
入
之
事
」��

�
�
�
�
�
�
�

有
徳
商
人
惣
領
が
遺
言
無
く
病
死
、
女
子
九
歳
と
男
子
五
歳
、
姑
と
嫁
が　

相

続
方
法
意
見
対
立
→
男
子
の
利
発
を
見
、
成
長
後
の
再
審
議
へ

い
ず
れ
の
公
事
で
も
「
相
続
者
が
誰
で
あ
れ
ば
適
切
か
」
が
問
題
と
な
る
。
ａ
は
「
実
子
の
兄
弟
同
士
」
の
相
続
の
問
題
で
、
故
人
の

意
向
が
一
見
不
明
瞭
な
が
ら
、
実
際
は
候
補
者
を
暗
示
し
て
い
た
「
瓢
箪
」
の
良
し
悪
し
か
ら
、
そ
の
意
思
を
板
倉
殿
が
看
破
す
る
。

ｂ
は
故
人
の
配
偶
者
と
そ
の
兄
妹
、
ｃ
・
ｄ
・
ｆ
・
ｇ
・
ⅰ
は
実
子
の
兄
弟
姉
妹
、
ｅ
は
本
妻
腹
男
子
と
妾
腹
男
子
の
争
い
で
あ
る
。

ま
た
、「
遺
言
の
有
無
」
の
問
題
も
あ
る
。
ｃ
の
遺
言
書
の
故
人
の
意
向
は
姉
夫
婦
の
相
続
だ
っ
た
が
、
後
に
帰
還
し
た
弟
の
事
情
を
汲

ん
だ
追
加
措
置
的
な
財
産
分
与
が
判
断
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
ｄ
・
ｅ
・
ⅰ
は
主
人
の
急
死
や
病
死
後
、
故
人
の
遺
言
書
の
な
い
状
況

で
あ
り
、
遺
族
の
一
家
や
手
代
町
年
寄
十
人
組
等
が
公
平
な
裁
定
を
求
め
て
板
倉
所
司
代
に
訴
え
、
現
実
的
に
妥
当
な
解
決
策
を
模
索

す
る
事
件
と
な
る
。
故
人
の
意
思
が
不
明
な
場
合
も
、
関
係
者
が
各
々
の
主
張
を
展
開
す
る
が
、
家
督
相
続
者
と
な
る
べ
き
人
物
に
つ

い
て
は
、
相
続
候
補
者
の
適
格
た
る
「
器
量
」
が
考
慮
さ
れ
る
。
相
続
候
補
者
が
責
任
能
力
に
お
い
て
幼
少
す
ぎ
る
場
合
は
、「
両
子
各

十
五
歳
ニ
成
迄
ハ
一
門
ト
モ
右
ノ
金
子
預
リ
置
、
十
五
歳
ニ
ナ
ル
時
渡
ス
ヘ
シ
ト
也
」（
巻
八
ノ
六
）
や
「
兄
弟
ト
モ
ニ
幼
少
ナ
レ
ハ
男

子
十
二
三
歳
ニ
成
生
ス
ル
迄
ハ
、
一
類
ト
モ
幷
ニ
町
ノ
年
寄
十
人
与
等
相
談
シ
テ
後
見
シ
」（
巻
十
ノ
十
）
の
よ
う
に
、
当
面
の
「
預

り
」
や
適
切
な
「
後
見
」
に
よ
り
、
そ
の
「
器
量
」
を
見
届
け
て
「
跡
識
無
異
儀
相
続
ス
ル
様
ニ
可
仕
」
と
す
る
裁
定
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
養
子
妾
女
公
事
」
を
は
じ
め
と
す
る
『
板
倉
政
要
』
の
相
続
公
事
譚
で
は
、
主
人
没
後
の
遺
族
や
関
係
者
の
間
で
い

か
に
「
妥
当
な
」
解
決
が
得
ら
れ
た
か
が
要
点
と
な
る
。「
板
倉
殿
」
は
公
事
の
当
事
者
の
人
々
の
関
係
を
見
極
め
、
常
識
的
な
判
断
の

も
と
に
公
共
的
か
つ
適
切
な
取
り
扱
い
を
示
す
「
指
導
者
」
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
「
裁
決
が
板
倉
所
司
代
自
身

の
手
で
行
わ
れ
ず
に
、
町
年
寄
・
十
人
組
、
あ
る
い
は
親
類
一
同
の
手
で
、
自
主
的
に
な
さ
れ
る
話
に
、
賞
揚
の
拍
手
が
送
ら
れ
る
例

が
多
い
」（
（1
（

と
、
前
掲
熊
倉
氏
論
は
指
摘
す
る
。
前
掲
の
巻
六
ノ
一
「
妻
子
妾
女
公
事
」
本
文
の
⑥
も
そ
う
し
た
関
係
者
の
合
議
を
求
め
、

「
内
決
シ
テ
、
重
テ
此
趣
キ
板
倉
殿
ヘ
訴
ヘ
ケ
レ
ハ
、
周
防
守
殿
聞
届
差
図
ノ
通
ニ
相
計
ヘ
キ
旨
ニ
落
着
」
し
た
の
だ
っ
た
。「
堅
苦
し



（

「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
小
考

い
判
例
集
的
な
趣
き
」
と
も
指
摘
さ
れ
る
各
裁
判
話
だ
が
、「
養
子
妾
女
公
事
」
や
ａ
～
ｉ
の
話
末
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
当
事
者
た
ち
の

陥
っ
た
困
難
の
克
服
と
「
落
着
」
の
結
末
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二
　「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
に
造
型
さ
れ
た
事
件
―
「
町
人
」
の
「
書
置
」

「
養
子
妾
女
公
事
」
と
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
巻
四
の
五
は
、
故
人
の
子
や
妻
妾
が
遺
言
を
巡
っ
て
権
利
を
争
う
話
、
と
い
う
点
で
「
類

似
」
す
る
、
と
い
え
る
。「
京
の
妾
女
四
人
」
の
事
件
の
「
遺
言
」
の
内
容
が
判
明
し
た
後
、
困
惑
し
た
関
係
者
た
ち
が
訴
え
、
奉
行
が

故
人
自
筆
の
遺
言
の
有
効
性
の
如
何
を
「
証し
や
う文
の
反ほ
う

古ぐ

に
成
と
は
此
事
也
」
と
裁
断
す
る
点
も
、「
養
子
妾
女
公
事
」
の
話
末
の
評
語

「
証
文
モ
道
理
ニ
依
ヘ
キ
コ
ト
ニ
ヤ
」
と
共
通
す
る
響
き
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、「
京
の
妾
女
四
人
」
の
本
文
に
は

・�

跡
の
義
は
随
分
念
を
入
た
る
書
置
箱
あ
り
（
中
略
）
又
一
通つ
う

に
諸し
よ

親し
ん

類る
い

方
下
〳
〵
へ
の
書
置
自じ

筆ひ
つ

に
印ゐ
ん

判ば
ん

ま
ぎ
れ
な
し
。

�
�

←
④
譲
状
心
元
ナ
シ
ト
テ
披
テ
見
レ
之
ニ
無
レ
疑
自
筆
ノ
譲
状
也

・
此
通
り
に
し
て
請
取
べ
し
と
妹
娘
の
親
類
さ
し
出
れ
ど
。
中
〳
〵
手
代
ど
も
合
点
せ
ず

�
�

←
③
彼
妾
女
ノ
云
、
我
等
ニ
家
屋
敷
金
銀
以
下
迄
不
レ
残
譲
与
ノ
証
文
有
之
ハ
残
ラ
ズ
我
等
家
督
ヲ
ト
ル
ヘ
キ
由

・
一
門
手
代
内
談
し
て
右
の
段
〳
〵
御
前
へ
申
あ
げ
し
に
。

�
�

←
④
町
年
寄
十
人
与
幷
一
族
ノ
輩
譲
状
心
元
ナ
シ
ト
テ
～
養
子
ニ
家
督
相
続
ノ
コ
ト
難
レ
叶
ニ
依
テ
周
防
守
殿
ヘ
訴
ケ
ル

と
い
っ
た
、
前
掲
「
養
子
妾
女
公
事
」
①
～
⑥
本
文
に
も
見
ら
れ
た
板
倉
裁
判
話
の
「
型
」
的
な
言
辞
の
表
現
の
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
点
か
ら
も
、
本
話
は
「
養
子
妾
女
公
事
」
を
意
識
し
て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
の
事
件
話
が
「
養
子
妾
女
公
事
」
か
ら
乖
離
す
る
大
き
な
「
差
異
」
は
ま
ず
、
そ
の
一
話
全
体
の

構
成
に
あ
る
。
問
題
の
故
人
の
生
前
の
行
動
か
ら
語
り
出
さ
れ
る
冒
頭
か
ら
、
本
文
を
検
討
し
て
み
る
（
※
以
下
、
本
文
引
用
の
記
号

や
（　

）
書
き
は
引
用
者
が
付
し
た
）。

ア�

む
か
し
都
の
町
に
栄ゑ
い

花ぐ
わ

の
時
得
た
る
町
人
有
。
本ほ
ん

妻さ
い

相
果は
て

後
筋
目
よ
き
た
（
マ
マ
（の
然
も
美び

形け
い

な
る
よ
び
む
か
へ
。
是
は
中
屋
敷
に
置



（

て
折
〳
〵
通か
よ

ひ
。

イ
本ほ
ん

宅た
く

に
は
前ぜ
ん

腹は
ら

の
男な
ん

子し

十
四
歳さ
い

な
る
に
後う
し
ろ見
を
付
。
万ば
ん

事じ

は
手
代
う
ち
ま
か
せ

ウ
其
身
は
下
屋
敷
を
あ
ま
た
こ
し
ら
へ
。

�
�

㈠
東
山
の
花
見
屋
敷
に
葉は

山
と
い
へ
る
手
か
け
有
。

�
�

㈡
嵯さ

峨が

は
月
見
る
た
め
の
屋
敷
に
秋
野
と
い
へ
る
手
か
け
あ
り
。

�
�

㈢
賀か

茂も

川
ち
か
き
涼す
ゞ

み
屋
敷
に
夕
暮
と
い
ふ
手
か
け
を
置
。　

�
�

㈣
北
山
の
雪
見
屋
敷
に
松
崎
と
い
へ
る
手
か
け
を
置
。

エ�

四
季き

の
心
を
一
日
の
夢
に
見
る
か
ん
た
ん
の
枕ま
く
ら定
め
ず
。
さ
き
か
ら
先さ
き

へ
の
り
物
ま
は
さ
せ
世
に
有
程
の
遊ゆ
う

興け
う

。
殊
更
無む

り理
酒

に
た
は
ふ
れ
年
中
酔ゑ
い

の
覚
る
時
な
く
。

オ
男
盛さ
か
りに
大た
い
び
や
う病を
引
請
相
果
し
に
。

と
、
発
端
は
記
さ
れ
る
。「
町
人
」
の
「
随
分
念
を
入
た
る
書
置
箱
」
の
遺
言
の
㋐
～
㋒
の
内
容
は
、
こ
の
町
人
の
生
前
の
行
動
の
ア
～

ウ
と
、
次
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
。

㋐�

本
妻
に
は
（
＝
後
妻
）
子
も
な
き
事
な
れ
ば
。
す
ゑ
〳
〵
隠
居
の
た
め
に
拵こ
し
らへ
置
し
長ち
や
う
し
や者町
の
屋
敷
へ
移う
つ

し
。
上
下
拾
人
の
暮

し
緩ゆ
る

〳
〵
と
成
程
本ほ
ん
た
く宅
よ
り
相
継つ
ゝ
け。
遣
ひ
銀
此
た
び
千
枚
相
渡
す
べ
し

㋑�

（
惣
領
・
奉
公
人
）扨
惣そ
う
り
や
う領に
は
室む
ろ

町
の
家
屋
敷
に
銀
弐
百
貫
目
相
添そ
へ

て
と
ら
す
べ
し
。
又
一
通つ
う

に
諸し
よ
し
ん親
類る
い

方
下
〳
〵
へ
の
書
置

自じ

筆ひ
つ

に
印ゐ
ん

判ば
ん

ま
ぎ
れ
な
し
。

㋒
（
四
人
の
手
か
け
腹は
ら

に
皆
一
人
づ
ゝ
娘む
す
めの
子
有
）

�
�

α
姉
十
二
に
成
に
銀
百
貫
目
に
所
よ
き
家
屋
敷　

�
�

β
二
番
目
の
娘
十
一
に
成
に
銀
八
拾
貫
目
是
に
も
角か
ど

屋
敷

�
�

γ
三
番
目
の
娘
十
に
成
に
銀
五
拾
貫
目
家
屋
敷

�
�

δ
四
番
目
娘
当
年
八
歳さ
い

に
成
に
。
財さ
い

宝ほ
う

残
ら
ず
釜か
ま

の
下
の
炭は
い

広ひ
ろ

庭に
は

の
落を
ち

葉ば

ま
で
も
是
に
ゆ
づ
る
也
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「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
小
考

生
前
の
「
栄
花
の
時
得
た
る
町
人
」
は
ア
の
美
形
の
後
妻
を
「
中
屋
敷
」
に
迎
え
、
イ
の
「
本
宅
」
の
未
だ
十
四
歳
の
惣
領
に
後
見

を
付
け
、
家
業
を
「
手
代
に
万
事
う
ち
ま
か
せ
」
に
し
、
ウ
の
四
人
の
妾
女
を
四
つ
の
「
下
屋
敷
」
に
各
々
住
ま
わ
せ
、
本
人
自
身
は

乗
り
物
で
通
い
遊
興
を
極
め
る
。
京
の
四
季
の
景
勝
地
に
各
々
設
置
し
た
「
下
屋
敷
」
で
実
現
さ
せ
た
、
㈠
～
㈣
の
四
季
の
趣
向
に
拠

る
妾
宅
の
列
挙
は
、
町
人
の
莫
大
な
財
の
規
模
を
物
語
る
と
と
も
に
、
そ
の
病
死
が
過
度
の
享
楽
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。

遺
言
の
「
書
置
」
に
よ
る
と
、
遺
産
分
与
の
対
象
者
は
、
㋐
「
後
妻
（
本
妻
）」
と
㋑
「
前
腹
の
男
子
十
四
歳
」
と
㋒
「
四
人
の
手
か

け
腹
」
の
各
「
娘
」
た
ち
で
あ
り
、
直
接
「
妾
」
へ
、
で
は
な
い
。
ま
た
、
兄
と
妹
た
ち
五
人
の
子
は
す
べ
て
故
人
の
実
子
と
み
ら
れ

る
。『
板
倉
政
要
』「
養
子
妾
女
公
事
」
は
、
有
徳
な
商
家
の
後
継
者
で
あ
る
「
養
子
一
名
」
対
「
妾
女
一
名
」
の
相
続
争
い
と
し
て
、

規
模
と
し
て
は
現
実
的
に
起
こ
り
そ
う
な
事
件
の
判
例
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
比
べ
て
「
京
の
妾
女
四
人
」
の
事
件
は
、
関
係
者
の
夥
し

い
数
の
誇
張
が
あ
り
、
話
が
面
倒
に
な
っ
て
い
る
。

人
物
の
構
図
や
そ
の
要
因
―
故
人
の
妻
と
妾
、
ま
た
、
本
妻
腹
の
惣
領
と
義
母
（
後
妻
）、
さ
ら
に
本
妻
腹
妾
腹
を
含
め
た
実
子
の

兄
妹
同
士
、
な
ど
―
は
、
実
は
前
掲
の
『
板
倉
政
要
』
の
他
の
個
々
の
相
続
公
事
譚
の
中
に
も
垣
間
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ

が
「
京
の
妾
女
四
人
」
の
事
件
で
は
、
そ
れ
ら
が
一
度
に
一
つ
の
話
の
中
に
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
争
い
は
単
な
る
「
妾
女
対
本
妻
」

で
も
「
妾
女
対
妾
女
」
で
も
、「
前
腹
の
惣
領
対
妾
女
」
で
も
「
兄
対
妹
」
で
も
な
く
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
含
ま
れ
て
い
る
。『
板
倉
政

要
』
各
一
話
ず
つ
の
裁
判
す
ら
面
倒
な
所
を
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
作
者
が
「
養
子
妾
女
公
事
」「
本
妻
与
妾
之
事
」「
養
子
公
事
」
等
で

問
題
と
な
る
要
素
を
皆
盛
り
込
ん
で
、
複
合
的
に
一
話
の
事
件
に
造
型
し
て
し
ま
っ
た
か
の
ご
と
く
、
同
席
者
間
で
複
数
の
争
い
が
同

時
に
勃
発
し
か
ね
な
い
、
著
し
く
厄
介
な
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
差
異
」
は
人
物
形
象
に
も
及
ぶ
。「
養
子
妾
女
公
事
」
の
「
商
人
」
は
、「
実
子
ナ
シ
ニ
ヨ
ツ
テ
」
養
子
を
呼
び
寄
せ
、「
町

ノ
年
寄
十
人
与
幷
ニ
一
類
眷
族
マ
テ
養
子
ノ
ヒ
ロ
メ
ヲ
致
シ
」、
家
業
継
承
の
準
備
を
、
少
な
く
と
も
商
人
本
人
が
判
断
し
て
病
死
前
に

行
っ
て
い
た
。
故
に
、
没
後
の
遺
書
を
巡
る
裁
判
の
時
点
で
、
板
倉
殿
も
「
今
日
迄
無
二
異
儀
一
町
役
等
モ
相
勤
シ
テ
商
売
金
銀
等
ノ
支

配
モ
此
養
子
ニ
任
セ
置
コ
ト
ナ
レ
ハ
」
と
発
言
す
る
。
養
子
は
既
に
成
人
し
、
後
継
者
と
し
て
町
年
寄
十
人
組
に
能
力
を
認
め
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
後
継
を
着
実
に
準
備
し
て
い
た
商
人
が
、
臨
終
時
の
一
時
的
な
「
性
気
正
シ
カ
ル
マ
シ
」
き
状
況
で
問
題
の
遺
言
を
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書
い
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
板
倉
殿
の
判
断
と
、
養
子
の
家
督
相
続
の
妥

当
性
を
認
め
る
経
緯
は
、
合
理
的
に
つ
な
が
る
。

そ
れ
に
対
し
、「
京
の
妾
女
四
人
」
の
町
人
の
「
息
子
十
四
歳
」
は

未
成
年
で
あ
る
。
前
掲
の
『
板
倉
政
要
』
巻
八
ノ
六
等
の
よ
う
に
「
十

五
歳
」（
（（
（

程
度
を
成
年
と
す
れ
ば
、
未
だ
後
見
を
必
要
と
す
る
年
齢
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
父
親
で
あ
る
町
人
が
遊
興
の
た
め
、
生
前
か
ら
家
業
を

「
万ば
ん

事じ

は
手
代
う
ち
ま
か
せ
」
で
あ
っ
た
と
い
う
条
件
も
加
わ
る
。
故

人
の
書
置
の
内
容
が
「
養
子
妾
女
公
事
」
の
よ
う
な
臨
終
の
際
の
思
い

つ
き
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
以
前
に
、
平
素
か
ら
家
業
へ
の
意
識
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
す
ら
覚
束
な
い
、
と
読
む
者
に
思
わ
せ
る
「
書
置
」

の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
、
惣
領
へ
の
財
産
分
与
も
、
妾
女
の
最

年
長
の
娘
の
銀
百
貫
目
の
二
倍
の
銀
二
百
貫
目
に
過
ぎ
な
い
。「
財
宝

残
ら
ず
」
は
本
妻
腹
の
惣
領
で
は
な
く
、
最
年
少
の
八
歳
の
娘
宛
て

だ
っ
た
。「
養
子
妾
女
公
事
」
と
「
類
似
」
し
た
文
勢
で
こ
の
事
件
が

語
り
出
さ
れ
る
時
、『
板
倉
政
要
』
を
知
っ
て
い
る
『
本
朝
桜
陰
比
事
』

の
読
者
な
ら
「
故
人
が
臨
終
の
際
に
突
然
最
愛
の
人
物
へ
の
財
産
譲
渡

を
急
に
思
い
つ
く
」
展
開
を
予
想
す
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
あ
た
か

も
故
人
が
生
前
『
板
倉
政
要
』
巻
六
ノ
一
を
愛
読
し
た
影
響
で
「
随
分

念
を
入
た
る
書
置
箱
」
を
作
成
し
て
し
ま
っ
た
か
の
ご
と
く
に
。

こ
の
困
難
な
状
況
の
設
定
と
誇
張
は
、
静
粛
な
緊
張
感
の
高
ま
る
莫

大
な
遺
産
相
続
の
遺
言
の
開
示
の
場
面
を
、
恐
ら
く
は
本
話
の
挿
絵

【図１】�『本朝桜陰比事』巻四の五挿絵、「西鶴浮世草子全挿絵画像ＣＤ」
（『西鶴と浮世草子研究』Vol.1、2006.6.）参照
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「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
小
考

【
図
１
】
と
も
連
動
し
て
、
効
果
的
に
演
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
い
づ
れ
も
立
合
」
集
ま
っ
た
人
々
の
目
の
前
で
（
＝
テ
キ
ス

ト
を
読
む
読
者
の
目
の
前
で
）、
そ
の
書
置
が
「
開
き
見
」
ら
れ
る
瞬
間
、
書
置
が
滔
々
と
読
み
上
げ
ら
れ
る
場
の
、
人
々
の
困
惑
の
表

情
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
、
作
用
を
も
た
ら
す
表
現
で
あ
る
。
本
話
の
「
お
か
し
な
書
置
」
が
極
め
て
立
派
な
「
書
置
箱
」
に
あ
る
こ

と
も
、
い
か
に
も
非
常
識
で
お
か
し
な
遺
言
状
で
も
有
利
と
あ
ら
ば
そ
れ
を
盾
に
取
っ
て
財
産
譲
渡
を
要
求
す
る
「
妹
娘
の
縁
者
」
た

ち
も
、『
板
倉
政
要
』
よ
り
ず
っ
と
可
笑
し
く
諷
刺
的
に
滑
稽
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
養
子
妾
女
公
事
」
の
妾
女
が
「
大

人
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
未
成
年
の
兄
妹
た
ち
で
は
お
よ
そ
財
産
譲
渡
に
そ
ぐ
わ
な
い
幼
さ
が
誇
張
さ
れ
、「
八
歳
」
の
女
児
を
取
り
囲

む
大
人
た
ち
の
思
惑
へ
の
諷
刺
の
度
合
も
高
く
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
も
「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
は
「
養
子
妾
女
公
事
」

の
単
純
な
模
倣
で
は
な
く
、『
板
倉
政
要
』
の
既
知
の
読
者
で
あ
れ
ば
逆
に
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
を
読
ん
だ
時
に
発
見
す
る
で
あ
ろ
う

〈
差
異
〉
の
奇
妙
さ
や
「
言
外
の
」
滑
稽
が
、
じ
わ
じ
わ
と
感
得
さ
れ
る
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
　「
差
異
」
の
多
義
性
の
要
因

「
京
の
妾
女
四
人
」
の
事
件
の
商
人
の
「
書
置
」
の
内
容
に
は
、
さ
ら
に
特
徴
的
な
志
向
性
が
あ
る
。
前
掲
本
文
の
、
本
妻
腹
の
惣
領

の
イ
「
室
町
の
家
屋
敷
」「
銀
二
百
貫
目
」
と
、
δ
「
四
番
目
娘
」
へ
の
残
り
の
全
財
産
譲
渡
と
い
う
、
兄
妹
間
の
極
端
な
落
差
の
イ
ン

パ
ク
ト
も
大
き
い
。
だ
が
、
こ
の
事
件
を
「
養
子
妾
女
公
事
」
的
な
「
惣
領
」
と
「
後
妻
（
本
妻
）」
へ
の
遺
産
分
与
の
観
点
か
ら
見
る

と
、
ア
「
先
本
妻
に
は
」
以
降
の
と
お
り
、
従
来
の
「
中
屋
敷
」
以
外
に
拵
え
た
「
長ち
や
う

者し
や

町
の
屋
敷
」
へ
後
妻
を
移
住
さ
せ
た
場
合
、

将
来
も
「
上
下
拾
人
の
暮
し
」
が
「
成
程
」
に
、
本
宅
か
ら
「
相
継
」「
遣
ひ
銀
此
た
び
千
枚
」
と
す
る
条
件
の
規
模
が
問
題
と
な
る
。

「
本
宅
」
を
誰
が
相
続
し
て
も
（
仮
に
δ
の
末
妹
が
相
続
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
も
）、「
本
宅
」
か
ら
後
妻
へ
の
「
相
継
」、
仕
送
り
の

維
持
が
暗
黙
の
内
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
小
遣
い
が
「
此
た
び
」
の
銀
「
千
枚
」、
四
十
三
貫
（
金
六
百
五
十
両
）（
（1
（

で
あ

る
。「
本
宅
」
の
家
業
に
は
、
そ
れ
相
応
の
資
産
の
維
持
拡
大
が
あ
て
に
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
譲
状
を
残
し
た
町
人
自

身
、「
万ば
ん

事じ

は
手
代
う
ち
ま
か
せ
」
で
「
遊ゆ
う
け
う興
」
専
一
の
ま
ま
、
莫
大
な
利
潤
を
生
み
続
け
る
「
本
宅
」
の
商
家
に
よ
っ
て
、
己
の
死
後
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も
理
想
郷
が
永
続
す
る
夢
ば
か
り
を
脳
裏
に
膨
ら
ま
せ
て
い
る
よ
う
な
内
容
な
の
で
あ
る
。

関
係
者
た
ち
は
、
こ
の
遺
言
に
賛
成
す
る
「
妹
娘
の
親
類
」
以
外
は
皆
、「
中
〳
〵
手
代
ど
も
合
点
せ
ず
相
わ
た
す
事
思
ひ
も
よ
ら

ず
」「
町
中
に
も
惣そ
う

領り
ゃ
う

に
男
子
あ
り
な
が
ら
非ひ

道と
う

の
云
置
と
沙
汰
し
」、「
世
間
に
も
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
ひ
や
う
ば
ん
」
と
な
る
。
遺
言
の

「
多
子
相
続
」
が
「
一
家
の
繁
栄
を
分
散
さ
せ
て
し
ま
う
」（
（1
（

こ
と
と
、
故
人
の
死
後
も
続
く
「
各
別
相
違
」
の
上
の
さ
ら
な
る
「
蕩
尽
」

の
指
示
も
、「
町
人
親し
ん
る
い類
手
代
ど
も
」
一
同
は
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
業
の
規
模
に
常
識
的
に
相
応
し
た
経
済
活
動
の
維
持
の

中
で
、「
諸
事
あ
と
し
き
の
義
は
惣そ
う

領り
ゃ
う

」「
後ご

け家
事
は
同
じ
屋
敷
に
置
て
後う
し
ろ見
い
た
さ
せ
た
く
」、
す
な
わ
ち
前
妻
腹
の
惣
領
の
家
督
相
続

と
、
同
居
の
後
妻
を
後
見
人
に
す
る
判
断
は
、「
筋
目
よ
き
」「
然
も
美
形
な
る
」
後
妻
に
「
長ち
や
う

者し
や

町
の
屋
敷
」
で
「
上
下
拾
人
の
暮
し
」

を
さ
せ
る
よ
り
も
、
経
費
抑
制
の
点
で
も
現
実
的
で
合
理
的
な
方
法
と
い
え
る
。

『
板
倉
政
要
』
は
判
例
集
の
機
能
と
し
て
、
社
会
的
に
「
妥
当
」
な
解
決
方
法
を
裁
判
説
話
の
結
末
に
示
し
、
事
件
の
関
係
者
た
ち
を

納
得
さ
せ
、
読
者
に
も
そ
の
結
果
を
共
有
さ
せ
る
働
き
を
も
つ
。「
養
子
妾
女
公
事
」
で
関
係
者
の
「
寄
合
吟
味
」
が
指
示
さ
れ
た
よ
う

に
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
「
京
の
妾
女
四
人
」
の
事
件
の
場
合
も
、「
書
置
の
衆
中
」
に
「
町
中
親
類
手
代
ど
も
」
の
立
合
と
「
洛
中

の
案
者
」
も
加
え
た
「
廿
日
が
間
」
の
「
相
談
」
が
指
示
さ
れ
、「
明
暮
寄
合
既す
て

に
談だ
ん
か
う合
か
た
め
書
付
」
で
申
し
上
げ
た
現
実
的
な
判
断

が
、「
御ご

前ぜ
ん

」
の
「
御
扮さ
ば

き
の
御
書
」
の
判
断
と
「
す
こ
し
も
違ち
が
ひな
く
」
裁
断
の
仰
せ
渡
し
と
な
る
。
こ
の
場
合
も
、「
御
前
」
よ
り

「
家
・
家
族
と
い
っ
た
共
同
体
の
存
在
が
大
き
く
感
じ
ら
れ
る
」（
（1
（

解
決
法
に
み
え
る
。

し
か
し
、
本
話
の
裁
断
の
場
合
、「
養
子
妾
女
公
事
」
に
な
い
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。

・
菟と

角か
く

此
親
虚う
つ

気け

の
沙
汰
な
り
。
証し
や
う文
の
反ほ
う

古ぐ

に
成
と
は
此
事
也
。

・
御
前
御
意
の
通
り
つ
ね
に
大
酒
を
好
み
申
さ
れ
候
。
定
め
て
其
上
の
事
と
そ
ん
し
た
て
ま
つ
り
候
。

「
養
子
妾
女
公
事
」
の
「
性
気
正
シ
カ
ル
マ
シ
」
に
対
し
、「
京
の
妾
女
四
人
」
の
町
人
は
、
前
掲
本
文
エ
・
オ
の
よ
う
に
「
無
理
酒
」

「
大
酒
」
故
の
病
死
と
設
定
さ
れ
、
御
前
に
「
虚
気
」「
証
文
の
反
古
に
成
」
と
叱
責
的
に
断
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。「
一
門
手
代
」
は
そ
の

「
大
酒
を
好
」
故
の
「
定
め
て
其
上
の
」
書
置
と
す
る
「
御
前
御
意
」
に
同
意
し
、
合
議
結
果
の
提
案
を
申
し
述
べ
る
。
故
人
の
「
書

置
」
の
妥
当
性
が
疑
わ
れ
無
効
化
さ
れ
る
結
末
が
『
板
倉
政
要
』
と
同
じ
と
は
い
え
、
書
き
手
の
認
知
判
断
能
力
に
対
す
る
御
前
の
口
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「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
小
考

吻
は
「
養
子
妾
女
公
事
」
よ
り
厳
し
く
、
否
定
的
な
響
き
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
裁
断
の
一
方
で
、
本
話
の
前
半
の
町
人
の
行
動
は
、
前
掲
の
本
文
ア
～
オ
の
「
栄
花
の
時
得
た
る
」
営
為
と
し
て
地
文
に
叙
述

さ
れ
て
い
た
。
殊
に
ウ
㈠
～
㈣
の
各
妾
女
の
下
屋
敷
の
設
営
の
部
分
の
造
型
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
少
女
巻
（
（1
（

の

次
の
よ
う
な
箇
所
と
考
え
ら
れ
る
（
以
下
、
傍
線
は
引
用
者
に
拠
る
）。

㈠�

南
の
東
は
、
山
高
く
、
春
の
花
の
木
、
数
を
尽
く
し
て
植
へ
、
池
の
さ
ま
お
も
し
ろ
く
す
ぐ
れ
て
、
御
前
近
き
前
栽
、
五
え
う
、

紅
梅
、
桜
、
藤
、
山
吹
、
岩
躑
躅
な
ど
や
う
の
春
の
も
て
あ
そ
び
を
わ
ざ
と
は
植
へ
で

�
�
�

→
東
山
の
花
見
屋
敷
に
葉は

山
と
い
へ
る
手
か
け
有
。

㈡�

中
宮
の
御
町
を
ば
、
も
と
の
山
に
、
紅
葉
の
色
濃
か
る
べ
き
植
へ
木
ど
も
を
そ
へ
て
、
泉
の
水
と
を
く
す
ま
し
、
鑓
水
の
を
と
ま

さ
る
べ
き
巌
た
て
加
へ
、
滝
落
と
し
て
、
秋
の
野
を
は
る
か
に
造
り
た
る
、
そ
の
こ
ろ
に
あ
ひ
て
、
盛
り
に
咲
き
乱
れ
た
り
。
嵯

峨
の
大
堰
の
わ
た
り
の
野
山
む
と
く
に
け
お
さ
れ
た
る
秋
な
り
。

�
�
�

→
嵯さ

峨が

は
月
見
る
た
め
の
屋
敷
に
秋
野
と
い
へ
る
手
か
け
あ
り
。

㈢
北
の
東
は
、
涼
し
げ
な
る
泉
あ
り
て
、
夏
の
陰
に
よ
れ
り
。

�
�
�

→
賀か

茂も

川
ち
か
き
涼す
ゞ

み
屋
敷
に
夕
暮
と
い
ふ
手
か
け
を
置
。　

㈣
西
の
町
は
、
北
面
築
き
わ
け
て
、
御
倉
町
な
り
。
隔
て
の
垣
に
松
の
木
し
げ
く
、
雪
を
も
て
あ
そ
ば
ん
た
よ
り
に
寄
せ
た
り
。

�
�
�

→
北
山
の
雪
見
屋
敷
に
松
崎さ

き

と
い
へ
る
手
か
け
を
置
。

地
名
と
屋
敷
、
妾
女
の
名
付
け
方
等
、「
栄
花
」
に
用
い
ら
れ
る
言
辞
に
は
明
ら
か
に
、
光
源
氏
が
完
成
さ
せ
た
六
条
院
の
各
町
の
表

現
へ
の
意
識
が
窺
わ
れ
る
。
㈠
～
㈣
の
春
秋
夏
冬
の
順
の
展
開
は
、
少
女
巻
の
六
条
院
各
町
の
春
秋
夏
冬
の
叙
述
順
と
同
じ
で
あ
る
。

㈢
の
賀
茂
川
の
夏
の
涼
み
屋
敷
に
は
、「
夏
は
つ
る
扇
に
露
も
お
き
そ
め
て
み
そ
ぎ
す
ず
し
き
か
も
の
河
風
」（
藤
原
定
家
『
拾
遺
愚

草
』
一
七
九
八
）（
（1
（

等
の
和
歌
の
面
影
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
王
朝
文
学
的
な
連
想
を
誘
う
美
景
表
現
を
駆
使
し
た
箇
所
が
一
通
り
展
開

し
、
続
く
「
四
季
の
心
を
一
日
の
夢
に
見
る
」『
邯
鄲
』
の
「
枕
」
か
ら
「
枕
定
め
ず
、
さ
き
か
ら
先
へ
の
り
物
ま
は
さ
せ
」
の
遊
興

へ
と
急
に
転
換
さ
れ
る
言
辞
に
よ
り
、
読
者
に
は
眩
惑
感
さ
え
も
た
ら
さ
れ
る
。
実
質
は
優
雅
と
い
う
よ
り
、
何
か
に
と
り
憑
か
れ
た
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か
の
よ
う
な
せ
わ
し
な
い
蕩
尽
で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
前
半
の
部
分
か
ら
結
末
ま
で
の
配
置
に
よ
っ
て
、
事
件
の
落
着
と
御
前
の
「
仰

せ
渡
し
」
へ
の
礼
讃
的
話
末
を
も
っ
て
し
て
も
、
こ
の
一
話
に
は
「
言
外
」
の
感
慨
と
、
不
思
議
な
余
韻
が
醸
成
さ
れ
る
。

「
万
事
名み
や
う
せ
き跡ま
で
ゆ
づ
る
程
に
ふ
び
ん
ぞ
ん
じ
候
処
」
の
末
娘
を
、
生
前
の
町
人
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
溺
愛
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

大
酒
で
健
康
を
害
し
な
が
ら
、
遊
興
の
妾
女
と
娘
た
ち
と
の
時
空
の
中
に
、
町
人
の
心
は
「
栄
花
」
の
充
実
感
を
見
出
し
て
い
た
の
か
。

遺
言
の
文
の
順
が
㋐
→
㋒
→
㋑
で
あ
る
こ
と
で
、
そ
の
分
、
他
の
人
々
―
前
妻
腹
の
惣
領
、
手
代
た
ち
と
の
距
離
感
も
伝
わ
っ
て
く

る
。
莫
大
な
財
力
の
家
の
主
人
な
が
ら
、
家
業
経
営
と
は
乖
離
し
た
彼
の
居
場
所
は
そ
こ
に
は
な
く
、
隔
絶
し
た
心
の
空
虚
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
一
門
手
代
た
ち
が
「
町
中
に
も
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
ひ
や
う
ば
ん
」
に
困
り
、「
惣
領
義
」「
親
の
気
を
そ
む
き
申
事
御
座
な

く
候
」
と
懸
命
に
申
し
述
べ
る
言
葉
以
上
の
叙
述
は
な
い
。
だ
が
、
主
人
の
行
動
が
家
業
の
経
済
規
模
を
も
顧
み
な
い
無
制
限
な
蕩
尽

と
な
り
、
法
外
な
夢
の
「
書
置
」
が
仕
立
て
ら
れ
る
ま
で
の
、
町
人
と
周
囲
と
の
関
係
に
、
何
ら
か
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
、
人
々
及
び
読
者
の
憶
測
が
発
生
し
う
る
の
も
、
状
況
設
定
が
も
た
ら
す
「
書
か
れ
て
い
な
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」（
（1
（

（
中
嶋
隆
）
の

作
用
と
感
じ
ら
れ
る
。

先
行
研
究
に
お
け
る
本
話
の
解
釈
は
分
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
巻
三
の
七
「
銀
遣
へ
と
は
各
別
の
書
置
」
の
故
人

の
書
置
の
知
恵
と
は
逆
の
事
件
で
あ
り
、
結
果
的
に
「
家
を
手
代
に
ま
か
せ
、
遊
蕩
生
活
に
ふ
け
る
」「
後
妻
の
他
に
四
人
の
妾
女
を
寵

愛
し
、
酒
に
溺
れ
、
酒
に
死
ぬ
、
ま
っ
た
く
好
ま
し
く
な
い
商
人
像
」（
（1
（

と
す
る
の
は
、
森
田
雅
也
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
実
際
の

家
の
営
業
を
掌
握
し
た
立
場
の
人
物
」、
家
業
を
維
持
す
る
「
手
代
」
等
の
側
に
立
つ
生
活
常
識
的
な
視
点
と
い
っ
て
よ
い
。

逆
に
、
周
囲
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
非
常
識
な
書
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
む
し
ろ
こ
こ
ま
で
錯
綜
し
た
妻
・
子
・
妾
の
関
係
の
問
題

を
死
後
確
実
に
公
的
法
廷
に
持
ち
込
む
た
め
の
、
故
人
の
「
深
謀
遠
慮
で
あ
っ
た
」
と
す
る
徳
田
武
の
解
釈
（
（1
（

が
あ
る
。
は
た
し
て
「
万

事
手
代
に
う
ち
ま
か
せ
」
だ
っ
た
故
人
が
、
最
後
に
途
方
も
な
い
「
謎
掛
け
」
を
遺
族
に
残
し
た
、
と
い
う
珍
事
な
の
だ
ろ
う
か
。
結

果
的
に
事
件
は
解
決
し
た
が
、
少
な
く
と
も
関
係
者
た
ち
の
「
皆
が
頭
を
ひ
ね
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
遺
言
状
」（
11
（

が
、
騒
動
を
も
た
ら
し

た
迷
惑
の
感
覚
は
否
め
な
い
。

岡
本
隆
雄
の
「
京
都
の
保
守
的
な
家
持
層
（
有
産
階
級
）
へ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
」（
1（
（

と
い
う
指
摘
は
、
話
構
成
や
叙
述
に
お
け
る
「
富
豪
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「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
小
考

の
男
の
好
色
な
表
現
」「
妾
腹
の
娘
た
ち
へ
の
金
額
の
精
細
さ
」
と
い
っ
た
『
板
倉
政
要
』「
養
子
妾
女
公
事
」
と
の
「
差
異
」
に
着
目

し
て
い
る
。「
養
子
妾
女
公
事
」
の
事
件
形
象
を
は
る
か
に
超
え
た
誇
張
表
現
で
「
京
の
妾
女
四
人
」
事
件
に
具
現
さ
れ
た
驚
異
的
な

「
栄
花
」、
そ
の
志
の
途
中
で
斃
れ
た
町
人
の
「
夢
」
が
、
死
後
も
永
続
す
る
よ
う
指
示
す
る
「
書
置
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
故
人
の
夢
を

「
常
識
的
な
社
会
の
判
断
」
は
理
解
せ
ず
、
潰
え
さ
せ
、
町
内
の
共
同
体
や
家
業
が
「
持
続
可
能
」
で
穏
当
な
、
妥
当
な
遺
産
相
続
に
落

着
さ
せ
た
、
と
も
い
え
る
。
岡
本
氏
は
、「
浪
費
の
快
感
」
と
い
う
「
人
間
認
識
」
が
「
家
（
富
）
の
保
持
を
目
的
と
す
る
「
世
間
の

法
」
と
は
本
質
的
に
矛
盾
す
る
」
と
い
う
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
を
、『
日
本
永
代
蔵
』『
好
色
一
代
男
』
等
の
西
鶴
浮
世
草
子
の
一
連
の
「
蕩

尽
譚
」
の
志
向
性
と
絡
め
て
指
摘
す
る
。

森
田
氏
の
い
う
「
好
ま
し
く
な
い
商
人
像
」
の
「
栄
花
」
を
、
本
話
は
詳
細
に
記
述
し
す
ぎ
る
と
も
い
え
る
。
が
、
そ
の
記
述
に
読

者
が
逆
説
や
様
々
な
事
情
を
垣
間
見
て
、
憶
測
す
る
仕
掛
け
が
残
さ
れ
て
い
る
点
が
、『
板
倉
政
要
』
の
実
用
的
・
教
戒
的
な
志
向
性
と

は
微
妙
に
異
な
る
、
本
作
品
の
特
質
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
は
、
一
話
の
字
数
の
分
量
も
少
な
い
短

い
話
で
あ
り
、
短
い
話
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
文
章
に
占
め
る
語
句
の
配
列
の
比
重
の
効
果
は
大
き
い
。
本
話
の
『
板
倉
政
要
』
と
の

「
差
異
」
は
、
む
し
ろ
こ
の
分
量
で
「
養
子
妾
女
公
事
」
を
充
分
に
意
識
し
た
が
故
の
方
法
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
養
子
妾
女
公
事
」

は
『
板
倉
政
要
』
諸
本
の
巻
六
の
裁
判
説
話
の
部
の
巻
頭
話
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
典
型
的
な
相
続
公
事
譚
の
一
話
と
し
て
周
知
さ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
「
京
の
妾
女
四
人
」
を
そ
れ
に
「
類
似
」
さ
せ
た
作
者
が
、
相
続
公
事
譚
に
お
け
る
造
型
の
象
徴
的
な
意

味
を
本
話
に
持
た
せ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

『
板
倉
政
要
』
は
一
連
の
、
読
者
が
理
解
し
や
す
い
「
裁
判
説
話
」
の
型
―
事
件
の
発
端
、
訴
え
、
所
司
代
の
捜
査
・
探
索
と
関
係

者
喚
問
、
真
相
の
究
明
と
裁
定
と
い
っ
た
流
れ
―
を
持
っ
て
い
る
。『
本
朝
桜
陰
比
事
』
が
そ
の
事
件
の
ト
リ
ッ
ク
を
借
り
て
小
説
化

す
る
場
合
、
必
ず
し
も
同
趣
の
結
末
や
ト
リ
ッ
ク
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
と
は
限
ら
な
い
。『
本
朝
桜
陰
比
事
』
巻
三
の
四
「
落
し
手
有

拾
ひ
手
有
」
の
、『
板
倉
政
要
』
巻
七
の
十
四
「
聖
人
公
事
捌
」
の
三
方
一
両
損
の
落
着
を
「
模
倣
」
し
た
計
略
を
看
破
す
る
、
と
い
う

展
開
も
あ
る
（
11
（

。
既
に
人
口
に
膾
炙
す
る
『
板
倉
政
要
』
裁
判
話
の
展
開
を
種
に
す
る
際
、「
型
」
を
踏
襲
し
た
文
勢
を
残
し
つ
つ
、「
最

短
」
で
微
妙
な
〈
異
化
〉
に
よ
っ
て
強
い
諷
刺
や
ユ
ー
モ
ア
の
「
効
果
」
を
高
め
る
と
い
う
方
法
も
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
裁
判
話
で
意
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図
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
極
め
て
短
い
話
」
の
構
成
に
、
作
者
の
注
意
深
い
創
意
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　『
板
倉
政
要
』
続
編
裁
判
説
話
の
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
受
容
と
変
質

『
板
倉
政
要
』
巻
六
～
巻
十
は
一
般
に
、
寛
文
頃
ま
で
の
裁
判
説
話
を
も
つ
「
正
編
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
所
収
話
に
続
く
形
で
、

写
本
の
巻
十
一
以
降
に
、
他
の
「
板
倉
殿
」
裁
判
説
話
を
盛
り
込
ん
だ
諸
本
が
複
数
種
類
、
現
存
す
る
（
11
（

。
こ
れ
ら
『
板
倉
政
要
』
の
「
続

編
」
写
本
群
は
、
寛
文
年
間
以
降
の
実
際
の
事
件
の
判
例
集
と
み
ら
れ
る
も
の
か
ら
、
明
ら
か
に
『
本
朝
桜
陰
比
事
』『
鎌
倉
比
事
』
等

の
浮
世
草
子
「
比
事
物
」
の
短
編
か
ら
採
話
さ
れ
「
板
倉
殿
」
の
裁
判
説
話
に
仕
立
て
ら
れ
た
後
代
の
作
品
と
み
ら
れ
る
も
の
ま
で
、

多
種
様
々
な
形
態
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

『
板
倉
政
要
後
編
』（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
写
本
）
は
そ
の
う
ち
の
後
者
の
、
比
事
物
浮
世
草
子
の
裁
判
話
の
影
響
を
受
け
た
後
の
作

品
の
一
つ
で
あ
る
。
滝
田
貞
治
は
本
作
を
「
宝
永
・
正
徳
間
以
後
」（
11
（

の
成
立
と
推
定
し
、
主
に
『
板
倉
政
要
』
成
立
後
の
、
実
際
に
は

板
倉
京
都
所
司
代
と
無
関
係
な
裁
判
話
や
、「
あ
る
い
は
元
の
話
を
潤
色
改
作
し
た
も
の
を
加
え
て
撰
述
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す

る
。『
本
朝
桜
陰
比
事
』
が
元
と
み
ら
れ
る
裁
判
話
も
複
数
散
見
す
る
が
、
そ
の
巻
七
の
四
「
色
欲
に
迷
ふ
譲
状
の
事
」（
11
（

は
、「
何
れ
も

京
の
妾
女
四
人
」
の
本
文
を
踏
襲
し
、
い
か
に
も
板
倉
殿
の
裁
判
説
話
の
「
型
」
ら
し
く
収
め
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

昔
し
都
の
町
に
、
其
身
有
徳
な
る
町
人
美
太
郎
、
酒
色
に
長
し
、
本
妻
の
外
に
妻
数
多
有
り
け
る
が
、
此
も
の
廿
八
歳
に
し
て
、

不
養
生
故
病
死
せ
り
。
妻
に
も
妾
に
も
子
の
有
け
る
故
、
跡
式
の
訴
訟
に
出
け
る
。
則
書
置
を
奉
行
御
覧
あ
る
に

冒
頭
の
「
昔
し
都
の
町
に
」
と
い
う
始
ま
り
方
は
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
所
収
話
の
冒
頭
の
形
と
同
じ
で
あ
る
。「
酒
色
」
で
病
死
し

た
男
が
妻
妾
と
子
等
に
残
す
「
跡
式
の
訴
訟
」
と
い
う
点
で
、
一
見
「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
と
ほ
ぼ
同
話
の
よ
う
だ
が
、「
書
置
」

の
意
味
や
状
況
の
造
型
に
は
違
い
が
あ
る
。
こ
の
「
有
徳
な
る
町
人
」
の
名
は
「
美
太
郎
」
で
、
冒
頭
か
ら
「
廿
八
才
に
し
て
不
養
生

故
病
死
」
し
た
と
記
述
さ
れ
る
。「
美
太
郎
」
の
「
書
置
」
は
、
妻
・
妾
・
子
へ
の
次
の
よ
う
な
財
産
分
与
を
指
示
し
て
い
た
。

⑴
本
妻
く
ね
に
百
両
、「
何
方
な
り
と
も
縁
付
べ
し
」（
離
縁
）
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「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
小
考

�
�
�

本
妻
腹
の
惣
領
男
子
に
五
百
両　
　

⑵
妾
う
へ
に
百
両

�
�
�

そ
の
腹
の
娘
に
三
百
両

⑶
妾
あ
し
（
三
年
以
前
に
抱
え
）
五
百
両
遣
し
、「
尼
に
な
る
べ
し
」

�
�
�

そ
の
腹
の
二
才
の
忰
に
身
代
不
残
譲
る　

奉
行
は
こ
の
「
書
置
」
を
見
て
、
ま
ず
生
前
の
美
太
郎
の
振
舞
を
「
身
持
放
埓
に
し
て
人
の
異
見
も
不
用
我
ま
ゝ
に
つ
の
り
、
大
酒
を

の
み
甘
き
も
の
を
多
く
食
し
、
大
勢
の
妾
を
受
し
、
実
に
不
養
生
の
み
に
て
遂
に
年
若
に
て
病
死
し
た
も
の
な
る
べ
し
」
と
糾
弾
す
る
。

そ
の
上
で
、
⑴
の
本
妻
の
「
縁
付
勝
手
次
第
」
に
は
「
常
々
本
妻
異
見
か
ま
し
き
事
を
言
し
を
、
却
て
う
と
ま
し
く
思
ひ
」、
⑶
の
妾
あ

し
の
「
尼
に
な
る
べ
し
」
に
は
「
若
き
妾
」
の
「
此
女
に
心
を
取
乱
れ
し
執
着
深
く
、
此
女
か
産
た
る
子
を
名
跡
に
立
る
」
と
、
美
太

郎
の
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
「
我
ま
ゝ
」
な
意
図
を
、
奉
行
は
看
破
し
て
し
ま
う
。「
妻
に
も
妾
に
も
子
の
有
け
る
」
条
件
下
で
、
奉
行
は
こ
の

「
書
置
」
を
「
い
づ
れ
酒
に
お
ぼ
れ
正
体
も
な
き
奢
も
の
」
の
「
埒
も
な
き
遺
言
」
と
否
定
的
に
断
じ
、
美
太
郎
の
江
戸
在
住
の
弟
・
理

次
郎
を
上
京
さ
せ
て
遺
言
の
書
き
直
し
を
命
じ
、
町
内
役
人
と
の
合
議
を
経
て
、「
本
来
」
あ
る
べ
き
本
妻
惣
領
男
子
の
家
督
相
続
と
、

妻
妾
女
た
ち
へ
の
相
応
の
配
分
を
按
配
さ
せ
る
。
本
話
末
の
評
語
は
「
遺
言
は
死
の
時
節
に
臨
、
自
ら
心
も
正
し
か
ら
ず
、
迷
ひ
て
乱

命
と
い
ふ
事
あ
り
、
平
日
正
し
き
時
に
よ
く
譲
り
置
べ
き
事
な
り
」
と
添
え
ら
れ
る
。

『
板
倉
政
要
後
編
』
の
編
作
者
は
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
本
文
の
「
世
に
有
程
の
遊ゆ
う
け
う興
。
殊
更
無む

り理
酒
に
た
は
ふ
れ
年
中
酔ゑ
い

の
覚
る

時
な
く
。
男
盛さ
か
りに
大た
い

病び
や
う

を
引
請
相
果
し
」
か
ら
、
主
人
の
「
色
欲
に
迷
ふ
」
失
態
を
死
因
と
解
釈
し
、
話
の
題
名
に
も
「
色
欲
に
迷
ふ
」

の
表
現
を
盛
り
込
み
、
冒
頭
の
地
文
か
ら
「
酒
色
に
長
じ
」「
不
養
生
」
と
す
る
。
本
話
は
美
太
郎
の
行
い
を
、
決
し
て
「
栄
花
」
と
は

表
現
し
な
い
。
美
太
郎
の
「
酒
色
」「
放
埓
」「
色
欲
」「
執
着
」「
奢
」
は
「
悪
」
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
否
定
的
な
言
辞
で
記
さ
れ
て
い

る
。
前
掲
の
森
田
氏
の
指
摘
す
る
「
ま
っ
た
く
好
ま
し
く
な
い
商
人
像
」
を
、
さ
ら
に
俗
悪
化
し
た
よ
う
な
人
物
造
型
で
あ
る
。
本
話

に
は
「
手
代
」
た
ち
は
ほ
ぼ
登
場
せ
ず
、
弟
の
理
次
郎
に
解
決
の
支
援
を
命
じ
た
「
奉
行
」
は
、
一
同
の
前
で
次
の
談
話
も
行
う
。

惣
じ
て
書
置
は
、
互
に
終
を
つ
ゝ
し
む
道
な
れ
ば
、
軽
〳
〵
し
く
存
る
こ
と
に
あ
ら
ず
。
己
が
生
て
後
の
事
を
思
ひ
出
し
、
日
頃



1（

あ
し
き
親
類
に
て
も
其
恨
み
を
捨
て
、
先
祖
よ
り
の
血
脈
の
濃
と
薄
き
と
の
筋
目
の
差
別
を
思
ひ
計
て
、
随
分
真
す
ぐ
に
す
べ
し

『
本
朝
桜
陰
比
事
』
で
の
「
虚う
つ

気け

の
沙
汰
」「
証し
や
う文
の
反ほ
う

古ぐ

に
成
」
と
す
る
裁
断
は
、『
板
倉
政
要
後
編
』「
色
欲
に
迷
ふ
譲
状
の
事
」
に

お
い
て
さ
ら
に
「
色
欲
」「
酒
悪
」
の
「
書
置
」
に
よ
り
「
兄
弟
の
次
第
不
順
な
る
の
み
な
ら
ず
、
一
家
大
乱
起
り
滅
亡
す
べ
し
」
と
い

う
仰
々
し
い
警
告
と
な
り
、
懲
悪
的
な
教
訓
性
を
強
く
増
幅
さ
せ
る
。
浮
世
草
子
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
一
話
は
か
く
し
て
、『
板
倉
政

要
』
的
な
裁
判
説
話
の
続
編
所
収
話
の
一
つ
と
な
り
、
志
向
さ
れ
る
「
市
民
生
活
の
常
識
的
教
訓
」
の
方
向
に
読
み
換
え
ら
れ
、
変
質

し
つ
つ
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。

「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
の
町
人
の
驚
異
的
な
享
楽
の
「
栄
花
」
の
「
夢
」
は
、『
板
倉
政
要
』
と
そ
の
続
編
の
常
識
的
な
裁
判
説

話
の
態
度
―
倹
約
、
家
業
と
共
同
体
の
維
持
と
い
っ
た
制
度
的
な
も
の
―
か
ら
は
、
逸
脱
し
て
い
る
。
後
世
の
『
板
倉
政
要
後
編
』

が
そ
の
「
は
み
出
し
た
も
の
」
を
描
く
時
、
制
度
側
か
ら
教
条
的
に
否
定
す
る
態
度
と
な
っ
て
い
る
。
教
訓
を
主
張
し
啓
蒙
し
た
い
側

に
す
れ
ば
、
多
義
性
は
教
訓
の
解
釈
を
弱
め
る
不
都
合
さ
を
伴
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
解
決
の
知
恵

と
、
ど
こ
と
な
く
漂
う
微
妙
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
や
諷
刺
的
な
滑
稽
さ
は
、
町
人
の
蕩
尽
を
「
栄
花
」
と
表
現
し
う
る
作
者
が
人
々
の
思
惑

を
細
か
に
俯
瞰
す
る
ま
な
ざ
し
と
、
テ
ク
ス
ト
の
多
義
性
こ
そ
が
、
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
引
き
続
き
、
諸
作
品

間
の
裁
判
話
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
た
い
。

注

（
1
）�

野
間
光
辰
「
本
朝
桜
陰
比
事
考
証
」（『
国
語
国
文
』
一
・
二
月
合
併
号
、
一
九
四
六
年
八
月
）、『
西
鶴
新
新
攷
』（
岩
浪
書
店
、
一
九
八
一
年
八
月
）
所

収

（
2
）�

熊
倉
功
夫
「
板
倉
京
都
所
司
代
」、『
寛
永
文
化
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
十
月
）
第
三
部　

寛
永
文
化
の
変
容
「
第
一
章　
『
板
倉
政
要
』

と
板
倉
京
都
所
司
代
」「
六　
『
板
倉
政
要
』
の
姿
勢
」

（
（
）�

杉
本
好
伸
『
日
本
推
理
小
説
の
源
流
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
上
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
年
六
月
）「
二　

先
行
裁
判
物
か
ら
の
翻
案
」

（
（
）�

岡
本
隆
雄
「『
本
朝
桜
陰
比
事
』
論
―
民
事
譚
の
法
認
識
を
中
心
に
―
」（『
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
』
11
号
、
平
成
三
年
三
月
） 
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「
何
れ
も
京
の
妾
女
四
人
」
小
考

（
（
）�

大
久
保
順
子
「『
板
倉
政
要
』
写
本
「
正
編
」
説
話
の
様
相
」（『
香
椎
潟
』
（2
号
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）

（
（
） �

本
論
に
お
け
る
西
鶴
作
品
本
文
の
引
用
は
『
定
本
西
鶴
全
集
』（
中
央
公
論
社
）
に
拠
り
、
現
行
の
用
字
と
句
点
（
。）
に
改
め
る
も
の
と
す
る
。

（
（
）�
注
（
（
）
同
書
「
一
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
成
立
の
背
景
」

（
（
） �
熊
倉
功
夫
「
史
料
翻
刻
『
板
倉
政
要
』
第
六
巻
～
第
十
巻　

裁
判
説
話
の
部
」（
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
歴
史
・
人
類
学
専
攻
『
歴
史

人
類
』
1（
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）

（
（
）�

注
（
2
）
熊
倉
功
夫
『
寛
永
文
化
の
研
究
』
第
三
部　

寛
永
文
化
の
変
容
「
第
一
章　
『
板
倉
政
要
』
と
板
倉
京
都
所
司
代
」「
五　

説
話
の
中
の
民
事

訴
訟
」

（
10
）�

注
（
2
）
に
同
じ

（
11
）�

森
田
雅
也
「「
銀
遣
へ
と
は
各
別
の
書
置
」
考
―
相
続
制
度
か
ら
の
読
み
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
文
学
』
（2
巻
1
号
、
二
〇
〇
三
年
一
月
）。
中

埜
喜
雄
『
大
坂
町
人
相
続
の
研
究
』（
嵯
峨
野
書
院
、
昭
和
五
一
年
）
の
未
成
年
者
相
続
の
例
を
引
き
つ
つ
、
ほ
ぼ
「
十
五
歳
以
上
」
を
成
人
と
み
る
指

摘
に
従
う
。

（
12
）�

『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
五
巻
所
収
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
巻
四
頭
注
参
照 

（
1（
）�

注
（
11
）
森
田
論
文 

（
1（
）�

松
村
美
奈
「
井
原
西
鶴
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
試
論
―
相
続
問
題
を
中
心
に
―
」（
愛
知
大
学
一
般
教
育
研
究
室
『
一
般
教
育
論
集
』
（（
号
、
二
〇
〇
九

年
九
月
）

（
1（
）�

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語 

二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
一
月
）
大
島
本
を
底
本
と
す
る
本
文
を
参
照
の
た
め
引
用
す
る
。 

（
1（
）�

『
新
編
国
歌
大
観
』
第
三
巻
私
家
集
編　

歌
集
編
（
角
川
書
店
）
参
照

（
1（
）�

中
嶋
隆
「
西
鶴
・
読
者
・
想
像
力
―
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
複
綜
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
江
古
田
文
学
』 

（1
号
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
1（
）�

注
（
11
）
森
田
論
文
に
同
じ 

（
1（
）�

徳
田
武
「『
本
朝
桜
陰
比
事
』
比
事
論
」（『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
通
巻
（（（
号
、
二
〇
一
四
年
一
月
）。
巻
三
「
銀
遣
へ
と
は
各
別
の
書
置
」
と
同
趣
の
、

故
人
の
知
恵
と
解
釈
す
る
説
で
あ
る
。 

（
20
）�

注
（
1（
）
に
同
じ 

（
21
）�

注
（
（
）
に
同
じ

（
22
）�

羽
生
紀
子
「「
聖
人
公
事
之
捌
」
か
ら
「
落
し
手
有
拾
ひ
手
有
」
へ
―
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
価
値
基
準
―
」（
武
庫
川
女
子
大
学
『
日
本
語
日
本

文
学
論
叢
』
1（
号
、
二
〇
一
八
年
二
月
） 
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（
2（
）�

大
久
保
順
子
「『
板
倉
政
要
』
続
編
諸
本
考
」（『
香
椎
潟
』
（（
号
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）

（
2（
）�

滝
田
貞
治
「『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
研
究
」、『
西
鶴
襍
稾
』（
野
田
書
房
、
一
九
四
一
年
四
月
）
所
収

（
2（
）�
引
用
本
文
は
大
久
保
順
子
「
翻
刻
『
板
倉
政
要
後
編
』（
上
）
―
巻
一
～
巻
七
―
」（『
文
藝
と
思
想
』
（（
号
、
一
九
九
九
年
二
月
）
に
拠
る
。
本
文

の
引
用
に
お
い
て
は
引
用
者
が
適
宜
、
濁
点
と
句
読
点
を
補
っ
た
。
な
お
、
三
瓶
源
作
『
国
会
図
書
館
本　

板
倉
政
要
』（
三
瓶
ち
え
発
行
、
一
九
九
四

年
七
月
）
に
本
話
「
色
欲
に
迷
ふ
譲
状
の
事
」
現
代
語
訳
が
掲
載
さ
れ
る
が
、
所
謂
『
板
倉
政
要
』
巻
六
～
巻
十
で
は
な
く
、
後
編
諸
本
の
う
ち
の
国

立
国
会
図
書
館
蔵
『
板
倉
政
要
後
編
』
所
収
話
に
相
当
す
る
。


